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(57)【要約】
　支払取引の総額を事前に割り当てる方法であって、支
払サービスサーバにより、ユーザの通信デバイスから、
ユーザの支払手段に関連する情報を備える、サービスへ
の登録要求を受信するステップと、支払サービスにより
、ユーザＩＤをユーザの通信デバイスに割り当てるステ
ップと、支払サービスサーバにより、ユーザの通信デバ
イスからユーザＩＤを備える、合計金額を割り当てる要
求を受信するステップと、支払サービスサーバにより、
合計がユーザに割り当てられてもよいかどうかを確かめ
るステップと、支払サービスサーバにより、合計金額を
ユーザに割り当てるステップと、支払サービスサーバに
より、セッションＩＤをユーザに送信するステップとを
備える方法。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　将来の取引のために事前に割り当てられた総額により、制御された支出を容易にする方
法であって、
　支払サービスサーバにより、ユーザの通信手段から、前記ユーザの支払手段に関連する
情報を備える、前記サービスへの登録要求を受信するステップと、
　前記支払サービスにより、前記ユーザの通信デバイスにユーザＩＤを割り当てるステッ
プと、
　前記支払サービスサーバにより、前記ユーザＩＤを備える、将来使用するための合計金
額を事前に割り当てる要求を、前記ユーザの通信デバイスから受信するステップと、
　前記支払サービスサーバにより、前記合計が前記ユーザに割り当てられてもよいかどう
かを確かめるステップと、
　前記支払サービスサーバにより、前記合計金額を前記ユーザに割り当てるステップと、
　前記支払サービスサーバにより、前記割り当てられた合計金額に対するセッションＩＤ
を前記ユーザに送信するステップと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記割り当てる要求は、売り手ＩＤを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記割り当てる要求は、期限を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記割り当てる要求は、前記合計金額が最大であるか、それとも実質的に固定されてい
るかの指示を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記割り当てる要求は、前記将来の取引に関する場所の範囲を備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記ユーザＩＤは、ＰＩＮを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザＩＤは、生体認証識別を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　事前に割り当てられた総額を使用することにより支出を制御する方法であって、
　ユーザの通信デバイスにより、前記ユーザの支払手段に関連する情報を備える登録要求
を支払サービスサーバに送信するステップと、
　前記支払サービスのサーバにより、前記ユーザの通信デバイスにユーザＩＤを割り当て
るステップと、
　前記ユーザの通信デバイスにより、前記ユーザＩＤを備える、将来の取引に関する合計
金額を事前に割り当てる要求を前記支払サービスサーバに送信するステップと、
　前記ユーザの通信デバイスにより、前記割り当てられた合計金額に対するセッションＩ
Ｄを備える、前記割当要求に対する確認を受信するステップと、
　前記ユーザにより、取引の支払いをする売り手に前記セッションＩＤを供給するステッ
プと、
　前記売り手により、前記セッションＩＤに対する確認を前記支払サービスサーバに要求
するステップであって、前記要求は、前記取引の少なくとも合計金額、および前記売り手
のＩＤを備えるステップと、
　前記売り手により、前記支払サービスサーバから前記確認を受信するステップと
　を備える方法。
【請求項９】
　前記セッションＩＤは、売り手ＩＤを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】



(3) JP 2015-500529 A 2015.1.5

10

20

30

40

50

　前記セッションＩＤは、期限を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記セッションＩＤは、前記合計金額が最大であるか、それとも実質的に固定されてい
るかの指示を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザＩＤは、ＰＩＮを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザＩＤは、生体認証識別を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記将来の取引に関する場所の範囲を供給するステップをさらに備える、請求項８に記
載の方法。
【請求項１５】
　将来の取引のために事前に割り当てられた総額を使用することにより、制御された支出
を可能にするシステムであって、
　支払サービス会社であって、
　サービスサーバと、
　少なくとも１人のユーザから、前記ユーザの支払手段に関連する情報を備える登録要求
を受信するように構成された第１の通信手段と
　を備え、前記サーバは、前記少なくとも１人のユーザにユーザＩＤを割り当てるように
構成され、
　前記第１の通信手段は、ユーザから、将来使用するために合計金額を事前に割り当てる
要求を受信するように、およびセッションＩＤを含む確認を前記ユーザに伝送するように
さらに構成された支払サービス会社と、
　前記登録要求、および前記合計金額を割り当てる要求を前記支払会社に伝達するように
構成された第２の通信手段を備える、少なくとも１人のユーザと、
　前記セッションＩＤ、および少なくとも合計金額を前記支払サービスサーバに伝達する
ように構成された第３の通信手段を備える、少なくとも１人の売り手と
　を備え、前記第１の通信手段は、確認を前記売り手に伝達するようにさらに構成された
システム。
【請求項１６】
　前記第１および第３の通信手段は、コンピュータ、回線電話、および携帯電話のうち少
なくとも１つを備える、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第２の通信手段は、コンピュータ／端末／ＰＯＳ、回線電話、および携帯電話のう
ち少なくとも１つを備える、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１、第２、および第３の通信手段のうち少なくとも１つが、回線通信手段である
、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１、第２、および第３の通信手段のうち少なくとも１つが、無線通信手段である
、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　第３の通信手段は、ユーザＩＤおよび場所の範囲のうち少なくとも１つを前記支払会社
に伝達するようにさらに構成される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記ユーザＩＤは、ＰＩＮを備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ユーザＩＤは、生体認証識別を備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　コンピュータ記憶媒体であって、請求項１の方法を実現させるために、デジタル処理装
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置により実行可能な機械可読命令のプログラムを有形に具体化するコンピュータ記憶媒体
。
【請求項２４】
　コンピュータ記憶媒体であって、請求項８の方法を実現させるために、デジタル処理装
置により実行可能な機械可読命令のプログラムを有形に具体化するコンピュータ記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、支払いおよび金融取引の分野に関し、より具体的には、指定されたサービスに
より事前に確認された取引の分野に関する。
【０００２】
（関連特許出願の相互参照）
　この特許出願は、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＰＲＥ－ＡＬＬＯ
ＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ　ＡＭＯＵＮＴ」と題する２０１１年１２
月５日に出願された米国特許仮出願第６１／６３０，０９９号明細書（特許文献１）の優
先権を主張し、この特許仮出願に関し、この米国特許仮出願は、全体が参照により本明細
書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００３】
　図１は、支払手段としてクレジットカードまたは均等物（たとえば、チャージ可能なカ
ード）を使用して購入を行う現在の過程における、いくつかの重要な要素を示す。
【０００４】
　買い手１００が自分のクレジットカード／支払情報を売り手１１０に提供し１０１、売
り手１１０が支払会社（たとえば、クレジットカード発行者、クレジット・カード・プロ
セッサ、または他の支払仲介役）から、取引に対する承認１０２を要求し、支払会社が売
り手に承認１０３を発行し、取引が完了する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許仮出願第６１／６３０，０９９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この広く一般に行われている過程は、購入者が自分の支払手段を売り手に物理的に提示
する、または電話を介して、もしくはインターネットを介して、個人情報を、たとえばク
レジットカード番号を、売り手に伝達しなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一様態によれば、支払取引の総額を事前に割り当てる方法であって、支払サー
ビスサーバにより、ユーザの通信デバイスから、前記ユーザの支払手段に関連する情報を
備える、前記サービスへの登録要求を受信するステップと、前記支払サービスにより、ユ
ーザＩＤを前記ユーザの通信デバイスに割り当てるステップと、前記支払サービスサーバ
により、前記ユーザの通信デバイスから、前記ユーザＩＤを備える、合計金額を割り当て
る要求を受信するステップと、前記支払サービスサーバにより、合計がユーザに割り当て
られてもよいかどうかを確かめるステップと、前記支払サービスサーバにより、合計金額
をユーザに割り当てるステップと、前記支払サービスサーバにより、セッションＩＤをユ
ーザに送信するステップとを備える方法が提供される。
【０００８】
　割り当てる要求は、売り手ＩＤを備えてもよい。
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【０００９】
　割り当てる要求は、期限を備えてもよい。
【００１０】
　割り当てる要求は、前記合計金額が最大であるか、それとも実質的に固定されているか
の指示を備えてもよい。
【００１１】
　割り当てる要求は、場所の範囲を備えてもよい。
【００１２】
　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００１３】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００１４】
　本発明の他の様態によれば、販売する方法であって、売り手により、少なくとも合計金
額を表すセッションＩＤを買い手の通信デバイスから受信するステップと、前記売り手に
より、前記セッションＩＤに対する確認を支払サービスのサーバに要求するステップであ
って、前記要求は少なくとも前記合計金額を備えるステップと、前記売り手により、前記
確認を前記支払サービスのサーバから受信するステップとを備える方法が提供される。
【００１５】
　セッションＩＤは、売り手ＩＤを備えてもよい。
【００１６】
　セッションＩＤは、期限を備えてもよい。
【００１７】
　セッションＩＤは、前記合計金額が最大であるか、それとも実質的に固定されているか
の指示を備えてもよい。
【００１８】
　方法は、前記売り手により、ユーザＩＤを前記買い手から受信するステップをさらに備
えてもよく、前記要求確認は、前記ユーザＩＤをさらに備える。
【００１９】
　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００２０】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００２１】
　方法は、場所の範囲を前記買い手から受信するステップをさらに備えてもよく、前記要
求確認は、前記場所の範囲をさらに備える。
【００２２】
　本発明の他の様態によれば、購入する方法であって、ユーザの通信デバイスにより、前
記ユーザの支払手段に関連する情報を備える登録要求を支払サービスサーバに送信するス
テップと、前記支払サービスのサーバにより、ユーザＩＤを前記ユーザの通信デバイスに
割り当てるステップと、前記ユーザの通信デバイスにより、前記ユーザＩＤを備える、合
計金額を割り当てる要求を、前記支払サービスサーバに送信するステップと、前記ユーザ
の通信デバイスにより、少なくとも合計金額を表すセッションＩＤを備える、前記割当要
求に対する確認を受信するステップと、前記セッションＩＤを売り手に供給するステップ
と、前記売り手により、前記セッションＩＤに対する確認を前記支払サービスサーバに要
求するステップであって、前記要求は、少なくとも合計金額、および前記売り手のＩＤを
備えるステップと、前記売り手により、前記支払サービスサーバから前記確認を受信する
ステップとを備える方法が提供される。
【００２３】
　セッションＩＤは、売り手ＩＤを備えてもよい。
【００２４】
　セッションＩＤは、期限を備えてもよい。
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【００２５】
　セッションＩＤは、前記合計金額が最大であるか、それとも実質的に固定されているか
の指示を備えてもよい。
【００２６】
　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００２７】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００２８】
　方法は、場所の範囲を前記売り手に供給するステップをさらに備えてもよい。
【００２９】
　本発明の他の様態によれば、支払決済の総額を割り当てるシステムであって、サービス
サーバと、少なくとも１人のユーザから、前記ユーザの支払手段に関連する情報を備える
登録要求を受信するように構成された第１の通信手段とを備える支払サービス会社であっ
て、前記サーバは、ユーザＩＤを前記少なくとも１人のユーザに割り当てるように構成さ
れ、前記第１の通信手段は、合計金額の割当要求をユーザから受信するように、およびセ
ッションＩＤを含む確認を前記ユーザに伝送するようにさらに構成される支払サービス会
社と、前記登録要求、および合計金額を割り当てる前記要求を前記支払会社に伝達するよ
うに構成された第２の通信手段を備える少なくとも１人のユーザと、前記セッションＩＤ
および少なくとも合計金額を前記支払サービスサーバに伝達するように構成された第３の
通信手段を備える少なくとも１人の売り手とを備え、前記第１の通信手段は確認を前記売
り手に伝達するようにさらに構成されるシステムが提供される。
【００３０】
　第１および第３の通信手段は、コンピュータ、回線電話、および携帯電話のうち少なく
とも１つを備えてもよい。
【００３１】
　第２の通信手段は、コンピュータ／端末／ＰＯＳ、回線電話、および携帯電話のうち少
なくとも１つを備えてもよい。
【００３２】
　前記第１、第２、および第３の通信手段のうち少なくとも１つが、回線通信手段であっ
てもよい。
【００３３】
　前記第１、第２、および第３の通信手段のうち少なくとも１つが、無線通信手段であっ
てもよい。
【００３４】
　第３の通信手段は、ユーザＩＤおよび場所の範囲のうち少なくとも１つを前記支払会社
に伝達するようにさらに構成されてもよい。
【００３５】
　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００３６】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００３７】
　本発明の他の様態によれば、支払取引を許可する方法であって、支払サービスサーバに
より、ユーザの通信デバイスから、前記ユーザの支払手段に関連する情報を備える、前記
サービスへの登録要求を受信するステップと、前記支払サービスにより、ユーザＩＤを前
記ユーザの通信デバイスに割り当てるステップと、前記支払サービスサーバにより、前記
ユーザの通信デバイスから、前記ユーザＩＤおよび少なくとも合計金額を備える取引確認
要求を受信するステップと、前記支払サービスサーバにより、合計がユーザに割り当てら
れてもよいかどうかを確かめるステップと、前記支払サービスサーバにより、確認コード
を前記ユーザの通信デバイスに送信するステップとを備える方法が提供される。
【００３８】
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　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００３９】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００４０】
　本発明の他の様態によれば、販売する方法であって、売り手により、ユーザＩＤを買い
手の通信デバイスから受信するステップと、前記売り手により、前記ユーザＩＤに対する
確認を支払サービスのサーバに要求するステップであって、前記要求は少なくとも合計金
額を備えるステップと、前記売り手により、前記確認を前記支払サービスのサーバから受
信するステップとを備える方法が提供される。
【００４１】
　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００４２】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００４３】
　本発明の他の様態によれば、購入する方法であって、ユーザの通信デバイスにより、前
記ユーザの支払手段に関連する情報を備える登録要求を支払サービスサーバに送信するス
テップと、前記支払サービスのサーバにより、ユーザＩＤを前記ユーザの通信デバイスに
割り当てるステップと、前記ユーザの通信デバイスにより、前記ユーザＩＤを備える、合
計金額を割り当てる要求を、前記支払サービスサーバに送信するステップと、前記ユーザ
の通信デバイスにより、確認コードを備える、前記割当要求に対する確認を受信するステ
ップと、前記確認コードを売り手に提供するステップとを備える方法が提供される。
【００４４】
　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００４５】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００４６】
　本発明の他の様態によれば、支払取引を許可するシステムであって、サービスサーバと
、少なくとも１人のユーザの通信デバイスから、前記ユーザの支払手段に関連する情報を
備える登録要求を受信するように構成された第１の通信手段とを備える支払サービス会社
を備え、前記サーバは、ユーザＩＤを前記少なくとも１人のユーザに割り当てるように構
成され、前記ユーザ通信デバイスは、前記ユーザＩＤおよび少なくとも合計金額を、前記
支払サービスサーバに伝達するように、かつ支払許可を受信するように構成されたアプリ
ケーションを実行するシステムが提供される。
【００４７】
　ユーザＩＤは、ＰＩＮを備えてもよい。
【００４８】
　ユーザＩＤは、生体認証識別を備えてもよい。
【００４９】
　本発明をよりよく理解し、本発明をどのように実施することができるかを示すために、
次に、単なる例として、添付図面を参照する。
【００５０】
　次に、図面を詳細に、具体的に参照して、詳細が、例として、本発明の好ましい実施形
態を例示的に説明するためだけに示され、最も有用であると考えられること、および本発
明の原理および概念的様態について容易に理解される説明を提供するために提示されるこ
とが強調される。この点に関して、本発明を基本的に理解するために必要であるよりも詳
細に、本発明の構造的詳細を示そうとするものではなく、図面を使って行われる説明は、
本発明のいくつかの形態を、実際にはどのように具体化することができるかを、当業者に
明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
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【図１】現在の過程における、いくつかの重要な要素を示す。
【図２】本発明による支払対応サービスのさまざまな接続を示す。
【図３】本発明による方法を行うための代表的システムを示す。
【図４】本発明による新しい支払過程４００の一実施形態を示す。
【図５】本発明の一実施形態に従って、ユーザ（買い手）により実行されるさまざまなス
テップを示す流れ図である。
【図６】本発明の一実施形態によるサービスにより実行されるさまざまなステップを示す
流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　本発明は、金融取引を行うための、代替の（または追加の）システムおよび方法を提供
する。
【００５３】
　本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、その用途が、以
下の説明で明らかにされる、または図面で示される構成要素の構造および配置の詳細に限
定されないことを理解されたい。本発明は、他の実施形態に適用可能である、またはさま
ざまな方法で実施される、もしくは行われるものである。また、本明細書で使用する表現
および専門用語は、説明を目的とするものであり、限定しているとみなされるべきではな
いことを理解されたい。
【００５４】
　一般に、本発明の実施形態は、さまざまなハードウェア／ソフトウェア構成のいずれで
も実装されることができる。特定の実施形態が、少なくとも１つのクライアントコンピュ
ータ、および少なくとも１つのサーバコンピュータを含む。クライアント（複数）および
サーバ（複数）は、共通の機械上で実行されていてもよい、またはクライアント（複数）
およびサーバ（複数）がネットワークを介して通信する分散環境で導入されてもよい。し
かしながら、クライアント・サーバ・モデルは、本発明が実装されてもよい、単なる１つ
のモデルであり、当業者は他の可能性を認識されよう。さらに、本発明の実施形態は、コ
ンピュータシステムが複雑であるかどうかとは無関係に、任意の適切なハードウェア構成
に、すなわち、マルチ・ユーザ・コンピューティング装置、シングル・ユーザ・ワークス
テーション、自分自身の不揮発性記憶装置を有しないネット家電、またはハンドヘルドデ
バイス、たとえば、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ、タブレットコンピュータ、
および携帯電話に適用することができる。さらに、特定のソフトウェア製品が参照される
場合があるが、本発明は、特定のソフトウェア製品、標準、またはバージョンに限定され
ることも、任意の特定のプログラミング言語に限定されることもないことが理解される。
したがって、本発明は、他のソフトウェア製品に適用可能であること、および本発明はま
た、特定のソフトウェア製品の、今後のバージョンだけでなく、現在知られていない他の
適切なソフトウェア製品にも適用可能であることを、当業者は認識されよう。
【００５５】
　本発明の方法は、コンピュータプログラムの中に組み入れられたとき、コンピュータ可
読記憶媒体、たとえば、フロッピー（登録商標）ディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
光磁気ディスクを含む任意のタイプのディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム
・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、電気的にプログラム可能な読出し専用メモリ（ＥＰＲＯ
Ｍ）、電気的に消去可能プログラム可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁気カー
ドもしくは光カード、または電子的命令を記憶するのに適した、コンピュータ・システム
・バスに結合されることができる任意の他のタイプの媒体に記憶されてもよいが、これら
に限定されない。
【００５６】
　新しい方法により、現在利用可能ではない購入方式が可能になり、たとえば、人が物理
的なクレジットカードを身に着けることなく安全な購入を実現させることが可能になる。
この新しい方法により、子供がクレジットカードなどの支払手段を自分で有する必要なし
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に、子供が両親により許可された商品を購入することが可能になる、および／または追加
の安全対策を使用することにより、電話またはインターネットによる安全な取引が可能に
なる場合がある。新しい方法はまた、景品または特典として、実質的に固定された合計金
額（おそらくは、事前に決められたパーセントまで逸脱するオプション付きで）をサード
パーティがどこでも、または特定の売り手に使用することを認めるために役立つ場合があ
る。
【００５７】
　これらの他の可能性は、新しい支払対応サービスにより可能になり、ウェブアプリケー
ション、またはユーザの携帯通信デバイス（たとえば、スマートホン、タブレットＰＣ）
にダウンロードされるネイティブアプリケーションとして実装され、デバイスプロセッサ
により実行される。本発明による支払対応サービスは、以下で詳細に説明するように、買
い手（または潜在的な買い手）、売り手、および支払会社（たとえば、クレジットカード
発行会社、クレジット・カード・プロセッサ、銀行が発行するデビットカード、または他
の支払仲介役）と電子的に通信する。
【００５８】
　図２は、本発明による支払対応サービス２００のさまざまな接続を示す。
【００５９】
　ユーザ２１０－以下のようにサービスと通信する。
　ａ．サービスへの登録－ユーザが、個人情報（たとえば、名前、住所、年齢、メールア
ドレス）、支払手段（たとえば、クレジットカードの詳細、再チャージ可能なカードの詳
細）などを提供する１回の動作。サービスは、将来、識別するために、ユーザにＰＩＮコ
ードを提供してもよく、および／または生体認証識別手段（たとえば、声紋）を要求して
もよい。
　ｂ．金額割当を要求する／受信する。
　ｃ．再チャージ可能なカードにチャージする。
【００６０】
　売り手２２０－以下のようにサービスと通信する。
　ａ．サービスへの登録－売り手が個人情報（たとえば、商号、営業所の住所、電子メー
ルアドレスなど）を提供する、任意選択の１回の動作。サービスは、将来、識別するため
に、売り手に売り手ＩＤを提供してもよい。
　ｂ．取引確認を要求する／受信する。
【００６１】
　支払会社２３０－以下のようにサービスと通信する。
　ａ．登録時にユーザおよびクレジットカードを認証する－１回の動作。
　ｂ．取引を確認する／同意しない。
【００６２】
　本発明による方法を行うための代表的システム３００を、図３に概略的に示す。
【００６３】
　システム３００は、自分のスマートホン３３０で専用のクライアントアプリケーション
を使用して、または自分のＰＣ３２０でウェブアプリケーションを使用して、たとえばサ
ービスに登録するために、サービス３７０と、および任意選択で、有線または無線の通信
手段を、たとえば、インターネット３９５、または自分の携帯電話３３０、または電話回
線３２５を使用して、売り手３４０と通信する、代表的ユーザ３１０を備える。
【００６４】
　売り手３４０は、有線または無線の通信手段を、たとえば、インターネット３９５、携
帯電話（図示せず）、または自分の回線電話３６０を使用する電話回線３２５を使用して
、サービス３７０と、および任意選択でユーザ３１０と通信する。
【００６５】
　サービス３７０は、ユーザの携帯電話３３０上で専用のクライアントアプリケーション
を使用して、またはユーザのＰＣ３２０上でウェブアプリケーションを使用して、ユーザ
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３１０と、有線または無線の通信手段を、たとえば、インターネット３９５、電話回線３
２５、または携帯電話（図示せず）を使用して、売り手３４０および支払会社３７６と通
信する。
【００６６】
　図４は、本発明による新しい支払過程４００の一実施形態を示す。
【００６７】
　ユーザ（買い手）４０２が、支払対応サービス４２０から、１つまたは複数の将来の取
引の確認を要求する４０１。
【００６８】
　サービス４２０は取引を確認し４０２、特定の要求された取引のためにユーザにより使
用されるセッションＩＤ、および／または任意の指定されていない将来の取引用のユーザ
ＩＤを、ユーザに送信する。
【００６９】
　ユーザ４００は、サービスを使用したいとき、セッションＩＤ、および／または任意選
択で、サービスに登録したときにサービスにより自分に提供されたユーザＩＤを、売り手
４１０に提供する４０３。
【００７０】
　売り手４１０は、確認４０４をサービス４２０に要求する。
【００７１】
　サービス４２０は、任意選択で、（該当する場合）要求を支払会社４３０に伝達し４２
２、返事として確認または拒否を受信する４２４。サービス４２０は、売り手４１０に対
する取引４０５を確認する、または拒否する。
【００７２】
　あるいは、ユーザは、スマートホンアプリケーションのＧＵＩに自分のセッションＩＤ
および／またはユーザＩＤを提供するように促されてもよく、それにより、確認コードが
表示され、次いで、確認コードは、売り手４１０に提供される。
【００７３】
　図５は、本発明の一実施形態に従って、ユーザ（買い手）により実行されるさまざまな
ステップを示す流れ図である。
【００７４】
　ステップ５００で、ユーザは、将来の未知の／既知の取引（複数）の確認をサービスに
要求する。ユーザは、取引について、売り手、および／または期限、および／または固定
された総額もしくは最大総額（おそらくは、事前に決められたパーセントだけ逸脱するオ
プション付きで）、および／または場所の範囲を指定してもよい（ステップ５１０）。売
り手が指定された場合、要求された取引は、固有の売り手ＩＤと関連づけられる。ユーザ
は、現在、サービスに登録している場合、好ましくは、自分の支払手段が不正に使用され
るのを防止するために、サービスによりユーザＩＤ（たとえば、限定することなくＰＩＮ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ、個人識別番号））
を供給されても、生体認証識別手段（たとえば、声紋）を供給するように要求されてもよ
い。
【００７５】
　ステップ５２０で、サービスが要求を承認する場合、ユーザは、サービスからセッショ
ンＩＤを受信してもよい。
【００７６】
　後で行われてもよいステップ５３０で、ユーザは、自分のセッションＩＤおよび任意選
択で自分のユーザＩＤを、最初の要求（ステップ５１０）で指定されていた場合がある売
り手に提供する。
【００７７】
　ステップ５４０で、売り手が要求をサービスに伝達した後、ユーザは、売り手から要求
の確認または拒否を受信し、取引が完了する（ステップ５５０）。
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　最初の割当要求で総額が指定されていた場合、取引総額は、最初のユーザ要求およびサ
ービス確認に応じて、全総額であっても、全総額の一部であってもよい。
【００７９】
　あるいは、ユーザは、自分のスマートホンアプリケーションのＧＵＩに自分のセッショ
ンＩＤまたはユーザＩＤを提供してもよく、それにより、確認コードが表示され、次いで
、確認コードは、売り手に提供される。
【００８０】
　図６は、本発明の一実施形態によるサービスにより実行されるさまざまなステップを示
す流れ図である。
【００８１】
　ステップ６００で、サービスは、１つまたは複数の将来の未知の／既知の取引を確認す
る要求をユーザから受信する。要求は、取引について、売り手、および／または期限、お
よび／または固定された総額もしくは最大総額（おそらくは、事前に決められたパーセン
トまで逸脱するオプション付きで）、および／または場所の範囲を指定してもよい（ステ
ップ６１０）。
【００８２】
　ステップ６２０で、サービスは、要求を承認する場合、有効期限（該当する場合）、要
求された総額（該当する場合、最大、または実質的に固定される）、および売り手ＩＤ（
該当する場合）を含む支払セッションを開始する。サービスはセッションＩＤをユーザに
送信する。
【００８３】
　あるいは、サービスは、任意の将来の取引で使用されるユーザＩＤをユーザに提供して
もよい。
【００８４】
　後で行われてもよいステップ６３０で、サービスは、売り手ＩＤ（任意選択）、ユーザ
のセッションＩＤ（および任意選択でユーザＩＤ）、および取引の総額を含む確認要求を
売り手から受信し、ステップ６４０で、サービスは、（該当する場合）確認を支払会社に
要求する。サービスは、取引の確認または拒否を売り手に送信する。
【００８５】
　あるいは、サービスは、セッションＩＤまたはユーザＩＤをユーザのスマートホンアプ
リケーションから受信し、提示されるべき確認コードを売り手に返す。
【００８６】
　明確にするために、別個の実施形態に関して説明される、本発明のある種の特徴が、同
じく単一の実施形態の形で組み合わせて提供されてもよいことが理解される。逆に、簡潔
にするために、単一の実施形態に関して説明される、本発明のさまざまな特徴が、別個に
、または任意の適切な部分的組合せの形で提供されてもよい。
【００８７】
　異なる定義がなされない限り、本明細書で使用するすべての技術用語および科学用語は
、この発明が属する当業者が通常理解するものと同じ意味を有する。本明細書で説明する
方法に類似する、または等価な方法を、本発明の実施および試験で使用することができる
が、適切な方法について説明されている。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月5日(2014.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　将来の取引のために事前に割り当てられた総額により、制御された支出を容易にする方
法であって、
　支払サービスサーバにより、ユーザの通信手段から、前記ユーザの支払手段に関連する
情報を備える、前記サービスへの登録要求を受信するステップと、
　前記支払サービスにより、前記ユーザの通信デバイスにユーザＩＤを割り当てるステッ
プと、
　前記支払サービスサーバにより、前記ユーザＩＤを備える、将来使用するための合計金
額を事前に割り当てる要求を、前記ユーザの通信デバイスから受信するステップと、
　前記支払サービスサーバにより、前記合計が前記ユーザに割り当てられてもよいかどう
かを確かめるステップと、
　前記支払サービスサーバにより、前記合計金額を前記ユーザに割り当てるステップと、
　前記支払サービスサーバにより、前記割り当てられた合計金額に対するセッションＩＤ
を前記ユーザに送信するステップと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記割り当てる要求は、前記将来の取引について、売り手ＩＤ、期限、前記合計金額が
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最大であるか、それとも実質的に固定されているかの指示、および場所の範囲のうち少な
くとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザＩＤは、ＰＩＮおよび生体認証識別のうち１つを備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　事前に割り当てられた総額を使用することにより支出を制御する方法であって、
　ユーザの通信デバイスにより、前記ユーザの支払手段に関連する情報を備える登録要求
を、支払サービスサーバに送信するステップと、
　前記支払サービスのサーバにより、前記ユーザの通信デバイスにユーザＩＤを割り当て
るステップと、
　前記ユーザの通信デバイスにより、前記ユーザＩＤを備える、将来の取引に関する合計
金額を事前に割り当てる要求を前記支払サービスサーバに送信するステップと、
　前記ユーザの通信デバイスにより、前記割り当てられた合計金額に対するセッションＩ
Ｄを備える、前記割当要求に対する確認を受信するステップと、
　前記ユーザにより、取引の支払いをする売り手に前記セッションＩＤを供給するステッ
プと、
　前記売り手により、前記セッションＩＤに対する確認を前記支払サービスサーバに要求
するステップであって、前記要求は、前記取引の少なくとも合計金額、および前記売り手
のＩＤを備えるステップと、
　前記売り手により、前記支払サービスサーバから前記確認を受信するステップと
　を備える方法。
【請求項５】
　前記セッションＩＤは、売り手ＩＤ、期限、および前記合計金額が最大であるか、それ
とも実質的に固定されているかの指示のうち少なくとも１つを備える、請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記ユーザＩＤは、ＰＩＮおよび生体認証識別のうち１つを備える、請求項４に記載の
方法。
【請求項７】
　前記将来の取引に関する場所の範囲を供給するステップをさらに備える、請求項４に記
載の方法。
【請求項８】
　将来の取引のために事前に割り当てられた総額を使用することにより、制御された支出
を可能にするシステムであって、
　支払サービス会社であって、
　サービスサーバと、
　少なくとも１人のユーザから、前記ユーザの支払手段に関連する情報を備える登録要求
を受信するように構成された第１の通信手段と
　を備え、前記サーバは、前記少なくとも１人のユーザにユーザＩＤを割り当てるように
構成され、
　前記第１の通信手段は、ユーザから、将来使用するために合計金額を事前に割り当てる
要求を受信するように、およびセッションＩＤを含む確認を前記ユーザに伝送するように
さらに構成された支払サービス会社と、
　前記登録要求、および前記合計金額を割り当てる要求を前記支払会社に伝達するように
構成された第２の通信手段を備える、少なくとも１人のユーザと、
　前記セッションＩＤ、および少なくとも合計金額を前記支払サービスサーバに伝達する
ように構成された第３の通信手段を備える、少なくとも１人の売り手と
　を備え、前記第１の通信手段は、確認を前記売り手に伝達するようにさらに構成された
システム。
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【請求項９】
　前記第１および第３の通信手段は、コンピュータ、回線電話、および携帯電話のうち少
なくとも１つを備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第２の通信手段は、コンピュータ／端末／ＰＯＳ、回線電話、および携帯電話のう
ち少なくとも１つを備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第１、第２、および第３の通信手段のうち少なくとも１つが、回線通信手段である
、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１、第２、および第３の通信手段のうち少なくとも１つが、無線通信手段である
、請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　第３の通信手段は、ユーザＩＤおよび場所の範囲のうち少なくとも１つを前記支払会社
に伝達するようにさらに構成される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ユーザＩＤは、ＰＩＮおよび生体認証識別のうち１つを備える、請求項１３に記載
のシステム。
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